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１ 調達案件の概要 

（１）調達件名 

欧州主要国における Domestic DRRへの対応に係る調査研究 

 

（２）調達の背景・目的 

ViDA（VAT in the Digital Age）においては、DRR（Digital Reporting 

Requirements）について、欧州域内クロスボーダー取引に係るもの（Cross border 

DRR）及び域内各国における国内取引に係るもの（Domestic DRR）のいずれの場面

においても対応を求めている。 

いずれの DRR においても、用いられる electronic invoiceは、欧州の e-invoice

の標準（European standard on electronic invoicing）に沿ったものである必要

があることから、多くの域内国において両者は「同じような仕組み」として検討

されることとなる。 

他方、既に Domestic DRR を施行している域内国（例えばイタリアなど）がある

ことも留意が必要となる。そのような域内国においては、既存の Domestic DRRに

ついてその効果等の検証を行うとともに、それが ViDA において提案されている

Cross border DRR と整合的なものとなるように必要な改正を行うことが求められ

ている。 

このような状況の下、とりわけ Domestic DRRについて、域内各国がどのような

国内法制を整備していくのか、そしてその仕組みについて Cross border DRR と

いかにして整合性を保っていくのか、域内各国と欧州のセントラルシステム（VIES）

との技術的な連携やその運営をどのように行っていくのか、などについてその動

向を個々に注視することが不可欠となる。さらに、ViDAが示すタイムスケジュー

ルを勘案すれば、事業者の対応期間も限られているところであり、調査対象国で

活動する日本企業の現状認識等も把握しておく必要がある。そのような考えに基

づき、本調達を行うこととする。 

 

（３）調達の範囲 

本調達の受注者（以下、受注者という）は、調査対象国（ベルギー、ドイツ、イ

タリア、フィンランド、スウェーデン及びフランスの 6 か国を予定）について、

ViDA が提案する Cross border DRR 及び Domestic DRR への対応の現状等を調査

し、報告書にて整理を行うこととなる。 

 

（４）契約期間 

契約締結日から令和８年３月 31日までとする。 
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（５）業務体制 

受注者は、後述２の業務内容で示す内容を遂行可能な知識、スキル及び経験を有

する者による業務体制を構築すること。また、その業務体制においては、プロジ

ェクト管理者を 1 名配置し、デジタル庁からそのプロジェクト管理者に対し常に

必要な連絡をとれるよう万全の体制を構築すること。さらに、本調達における業

務遂行に際しては英語を共通言語として使用することから、それにも対応できる

業務体制とすること。具体的には、単に「英語ができる」ということではなく、

本調達の内容に係る税制も含めた専門的な事項ついても正確な英語でコミュニケ

ーションができることが求められる。ただし、一般的な事務連絡に際しては、日

本語で行うこととなる。 

 

（６）全体スケジュール 

本調達の業務に係る実施スケジュール案は以下のとおり。 

ア 調査・ヒアリングに係るスケジュール案の策定（令和７年 10月中旬まで） 

イ 調査・ヒアリング業務（令和７年 10月下旬から令和８年３月上旬まで） 

ウ 報告の作成（令和８年３月下旬（予定）） 

 

２ 業務内容 

受注者は、以下の業務を行うこと。 

（１）調査・ヒアリングに係るスケジュール案の策定 

受注者は、調査・ヒアリングに係るスケジュール案（以下、スケジュール案とい

う）を作成し、前述１（６）に示した全体スケジュールを遵守し、デジタル庁が

指定するメールアドレスへ提出すること。その際、デジタル庁職員がヒアリング

業務（後述２（２））に参加できるよう、デジタル庁職員に事前に相談するととも

に、必要な指示を受け、それを最大限尊重したものとすること。 

 

（２）調査・ヒアリング業務 

受注者は、調査対象国における Cross border DRR 及び Domestic DRR の導入方

針について調査を行いその内容を正確かつ簡潔に整理すること。その際、公開情

報の整理だけでなく、必要に応じ、調査対象国の政府機関職員に対しヒアリング

を実施し、深度ある内容とすること。 

そのうえで、調査対象国において事業活動を行う日本企業（複数）に対し、Cross 

border DRRや Domestic DRRへの準備状況等をヒアリングし、その内容について

も正確かつ簡潔に整理すること。 

なお、ヒアリング業務を行うに際しては、ヒアリング対象者、内容、実施時期及

び実施方法（対面又はオンライン）等について、デジタル庁職員の承諾を事前に



   

 

5 

 

得ること。 

 

（３）報告の作成 

受注者は、前述（２）の業務について、報告を作成すること（当該報告を最終的

な成果物とする）。 

その報告においては、冗長な表現とならないよう最大限の配慮を行うとともに、

図表・写真等を用いることでより視覚的に理解しやすいものとすること。 

 

３ 成果物 

（１）成果物 

受注者は、前述１（６）に示す納品期日までに、最終的な成果物を納品すること。 

 

（２）納入方法 

 言語 

最終的な成果物は、原則、和文で作成することとなるが、デジタル庁職員の

指示に基づき、英文で作成することもあり得ることに留意。 

 表記 

用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領（昭和 27年 4

月 4日内閣閣甲第 16号内閣官房長官依命通知）」を参考にすること。 

 情報処理に関する用語 

情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（JIS）の規定を参

考にすること。 

 部数 

成果物は電磁的記録媒体により作成し、デジタル庁職員から別途指示があ

る場合を除き、電磁的記録媒体１部を納品すること。 

 電磁媒体の形式 

Microsoft Office で作成すること。 

 元データ 

納品後、デジタル庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併

せて納品すること。 

 情報セキュリティの確保 

成果物が不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすること

のないよう、安全な納品方法を提案するなど、成果物の情報セキュリティの

確保に留意すること。 

 

（３）納入場所 
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受注者は、デジタル庁が指定するメールアドレスに電子メールで成果物を納品

する。 

 

（４）納入検査 

 検収確認 

受注者は、最終的な成果物について、前述１（６）に示した納品期日までに

デジタル庁職員に対し成果物の内容を説明し、検収を受けること。 

 

 不合格の場合の対応 

検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要

な修正、改修、交換等を行い、変更点についてデジタル庁職員に対し説明を

行った上で、指定された日時までに再度納品すること。 

 

 権利譲渡のタイミング 

成果物に関する権利（著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を

含む。）の取り扱いは契約書の記載のとおりとする。なお、契約書中の「本業

務の履行に関連し発生した著作物、発明、ノウハウ、アイデア等」とは３（１）

に示した成果物をいう。また、３（１）に示した成果物の原著作権及び二次

的著作物の著作権（著作権法第 21条から第 28条に定める全ての権利を含む。）

は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由に

より権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全てデジタル庁に譲渡するもの

とする。 

 

 著作者人格権 

受注者はデジタル庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、ま

た、第三者をして行使させないものとする。 

 

 デザイン等における他者権利の侵害 

受注者は、使用する画像、デザイン、表現等に関し、他者の著作権を侵害す

る行為を行わないこと。 

 

 著作物の複製・改変 

デジタル庁は、受注者に著作権が留保された著作物について、自己利用する

ために必要な範囲で、複製、翻訳または改変できるものとし、受注者は、そ

の利用について著作者人格権を行使しないものとする。なお、これらの許諾

の対価は、契約価格に含めるものとする。 
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（５）検査職員等 

受注者は、デジタル庁が指定する者からの検査要求に対して、必要と認められる

合理的な範囲で検査に応じること。 

  ア 検査職員（人事異動等の場合は後任者等による） 

デジタル庁 国民向けサービスグループ 企画官 加藤 博之 

イ 監督職員（人事異動等の場合は後任者等による） 

デジタル庁 国民向けサービスグループ 参事官補佐 樋口 明日香 

 

４ 受注実績等 

受注者の要件は以下の通りとする。入札に際し、その根拠を明確に示し、デジタル

庁職員の理解を得ること。 

（１）応札者は、Japan Peppol Authorityの業務・事務等を理解し、その遂行に協力

等を行った実績があること（それを客観的に示すことができること） 

（２）応札者は、ViDAの提案内容に係る調査業務等を行った実績があること 

（３）応札者は、前述（２）の実績等も踏まえ、ヒアリング内容も含め、取集する/収

集した情報等の信憑性や正確さを適切に判断できる知識・経験があること 

（４）応札者は、欧州域内の国に主たる事務所を有し、デジタル庁職員の求めに応じ、

柔軟に調査対象国に赴くことができること 

（５）応札者は、デジタル庁の Japan Peppol Authorityとしての活動において協働

している調査対象国の政府機関職員や主導するイニシアティブに参加している

日本企業等との間で信頼できるネットワークを有していること 

（６）応札者は、本業務の成果物に対する対価の支払の請求を Peppol e-invoiceで

行うことができること。Peppol Participant IDを設定していることを客観的事

実で示すこと 

（７）応札者は、英語などの外国語のスキルを有し、本業務を自律的に実施し、正確

かつ簡潔に整理された報告書を作成することができる人材を有していること。

なお、外国語のスキルとしては、単に「英語ができる」ということではなく、本

業務に必要となる専門的な事項について、正確な英語でコミュニケーションが

できること 

（８）応札者は、「デジタル庁における入札制限等に関する規程」に基づく入札制限

対象企業の指定を受けていない者（入札制限の適用を除外された者を含む。）で

あること 

※URL 

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_res

ources/c5d7192e-22e0-4810-8afd-

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c5d7192e-22e0-4810-8afd-ce83c50af6a4/20220309_policies_procurement_doc_01_1.pdf
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c5d7192e-22e0-4810-8afd-ce83c50af6a4/20220309_policies_procurement_doc_01_1.pdf
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ce83c50af6a4/20220309_policies_procurement_doc_01_1.pdf 

 

５ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年

者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）契約締結日において令和 7・8・9 年度一般競争参加資格（全省庁統一資格） 

「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされた者であること。 

 

６ 再委託に関する事項 

（１）再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 

ア 受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。 

イ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすること

はできない。 

ウ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 

エ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。 

オ 再委託を行う場合、再委託先が「入札制限」に示す要件を満たすこと。 

 

（２）承認手続 

ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、

あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務

の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を

デジタル庁に提出し、あらかじめ承認を受けること（提出方法等は、「９.本仕

様書の内容に関する問い合わせ先」に確認すること）。 

イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様

に再委託に関する書面をデジタル庁に提出し、承認を受けること。 

 

（３）再委託先の契約違反等 

ア 再委託先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は

義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、デジタル庁は、

当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。 

 

イ 本業務を実施するに当たって、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業

務以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。

関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメール

アドレスが閲覧できないよう BCC機能により送信するなど、個人情報等（他の

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c5d7192e-22e0-4810-8afd-ce83c50af6a4/20220309_policies_procurement_doc_01_1.pdf
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受信者の個人情報以外の情報を含む。）の流出防止に万全を期すこと。 

 

７ 秘密保持に関して 

（１）受注者は、本業務の遂行に当たり、業務上知り得た情報を本業務の目的以外に

使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならず、そのために必要な措置を講

ずる。 

（２）受注者の責任に起因する情報の漏えい等によって損害が発生した場合は、それ

に伴う弁済等の措置を全て受注者が負担する。 

（３）本項目について、受注者は、本契約の終了後においても同様とする。 

 

８ その他 

（１）本業務の実施に当たっては、仕様書及び提案書に記載されている内容を遵守し、

変更する場合はデジタル庁の確認を得ること。  

（２）本業務の実施に当たって、有識者等への謝金・旅費を支払う必要が生じた場合

は、受注者が支払うこと。 

（３）本業務の実施に当たっては、監督職員及び監督職員の指定する者の指示に従う

こと。 

（４）受注者は、本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他必要がある

場合は、事前にデジタル庁と協議し決定・解決すること。この場合、当該協議に

関する議事録を作成しデジタル庁の確認を受けること。 

（５）本業務において、受注者が使用する事務用品(事務用機器、用紙及び文房具等)

については、受注者側で用意すること。 

（６）本業務を実施するにあたって、業務上知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務

以外の用途に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。関係

者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレ

スが閲覧できないよう BCC 機能により送信するなど、個人情報等（他の受信者

の個人情報以外の情報を含む)の流出防止に万全を期すこと。 

（７）本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（平成 25年法律第 65号）第９条第１項に基づく「デジタル庁における障害を理

由とする差別の解消の推進に関する対応要領」（令和３年９月１日デジタル庁訓

令第 27号）第３条に規定する合理的配慮について留意すること。 

※URL 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/ty_ruby_digital.pdf 

（８）デジタル庁及び受注者は、本仕様書に定めの無い事項で本業務の遂行上必要な

業務等がある場合には、協議のうえ、デジタル庁の指示(書面(電子メールを含

む))に従うこと。なお、口頭で指示した場合は、当該指示内容を記載した書面を

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/ty_ruby_digital.pdf
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速やかに交付する。 

（９）前記の場合における指示事項は、本仕様書の記載事項とみなす。この場合にお

いて新たに経費が発生する場合は、デジタル庁と受注者の間で協議のうえ、決定

する。 

（１０）グリーン購入法に定める特定調達品目については、以下 URL に掲載される 

令和７年２月「グリーン購入の調達者の手引き」による各特定調達品目の「判断

の基準」を満たすこと。 

※URL https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/shiryou.html 

 

９ 本仕様書の内容に関する問い合わせ先 

〒102-0094東京都千代田区紀尾井町１番３号 

東京ガーデンテラス紀尾井町 19階 

デジタル庁国民向けサービスグループ 加藤 博之 

 HirKato@digital.go.jp 

03-6872-6386 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/shiryou.html

